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㊨義
案
第
四
十
六
号

専
決
　
処
分
　
に
　
つ
　
い
　
て

_

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
↑
七
号
)
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
'
別
紙
の
と

お
＼
り
専
決
処
分
を
.
)
た
の
で
同
法
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
･
こ
れ
を
本
義
会
に
翌
日
し
て
東
課
を
求
め

る
｡

昭
和
五
十
九
年
四
月
十
七
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

-
拍
九
-
-
､
ヰ
寓

三
朝
町
後
金
級
長
名
港
典
由



専
決
第
　
　
】
　
号

専
決
　
処
分
者

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
百
七
十
九
条
第
1
項
の
規
定
に
ょ
り
'
三
朝
町
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
.
て
'
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
す
る
.
1

昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
]
日

三

　

朝

　

町

　

長

扱

　

　

村

　

　

喬

　

　

成



三

朝

町

条

例

第

　

十

　

号

三
周
町
税
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

竺
条
　
三
朝
町
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
墳
十
八
号
)
の
蒜
を
次
の
よ
う
に
改
掌
る
o

第
十
九
条
第
E
7
号
中
｢
第
十
五
条
の
三
第
這
若
し
く
は
窮
二
項
､
｣
を
削
る
0

第
二
十
四
条
窮
･
1
項
雪
盲
中
｢
前
年
中
の
所
得
の
金
額
(
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
課
税
漂
準
で
あ

る
退
城
所
得
の
金
額
を
除
-
｡
)
が
八
十
万
円
｣
を
｢
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
万
円
｣
芸
め
･
同
条

第
二
項
中
T
前
年
中
の
所
得
の
金
額
が
｢
二
十
万
里
を
｢
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
二
十
二
万
芋
円
｣

に
改
め
る
｡

第
三
三
集
束
二
項
の
表
中
｢
公
益
法
人
等
｣
の
下
に
｢
(
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
を

含

む

｡

)

｣

を

加

え

･

｢

吾

十

五

-

｣

を

｢

三

百

…

万

円

=

i

,

｢

八

十

票

円

妄

｢

百

九

十

二

万

五

千

円

=

h

t

　

｢

二

十

一

万

五

千

円

｣

を

｢

四

十

四

万

円

｣

に

･

｢

八

万

R

:

二

を

｢

十

六

万

五

千

円

言

p

一

｢

六

万

芋

円

｣

を

｢

十

三

万

二

千

円

｣

に

,

｢

二

万

千

五

百

円

｣

を

｢

四

方

買

円

｣

に

改

め

る

｡

第
五
十
四
条
着
二
項
中
｢
第
一
二
条
第
二
項
｣
を
｢
第
四
粂
第
二
項
｣
に
攻
め
,
同
釜
六
項
中
｢
規
定
す

る
者
｣
を
｢
規
､
走
す
る
も
の
｣
に
改
め
る
｡



第
六
十
三
条
の
二
第
1
q
L
'
第
三
号
中
｢
第
十
条
｣
を
｢
第
十
四
桑
第
l
頃
か
ら
第
三
項
ま
で
｣
に
.
改
め
る
｡

第
六
十
三
条
の
三
第
1
頃
第
讐
す
中
｢
第
十
条
｣
を
｢
第
十
四
条
第
一
頃
か
ら
第
三
項
ま
で
｣
に
改
め
､

＼

同
項
第
五
号
中
｢
同
項
｣
を
｢
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
｣
　
に
改
め
る
0

第
六
十
八
集
中
　
｢
こ
の
項
｣
を
｢
本
項
｣
　
に
改
め
る
｡

第

七

十

三

条

の

見

出

し

中

｢

因

る

｣

を

｢

よ

る

｣

に

改

め

'

同

条

第

1

項

中

｢

第

九

十

三

条

ノ

二

｣

を

｢

第

九

十

三

条

ノ

五

｣

に

､

｢

第

九

■

三

条

ノ

六

｣

を

｢

第

九

十

三

条

ノ

十

二

に

改

め

る

o

窮

八

十

二

条

第

一

号

イ

中

｢

〇

･

〇

五

リ

ッ

ト

ル

｣

を

｢

｢

〇

･

〇

五

リ

ッ

ト

ル

｣

に

,

｢

〇

･

六

キ

ロ

ヮ

ッ

ト

｣

を

｢

〇

･

六

キ

ロ

ワ

ッ

･

1

｣

に

'

｢

七

百

円

｣

を

｢

千

円

一

に

改

め

､

同

号

口

中

,

r

〇

･

〇

五

リ

ッ

ト

ル

｣

を

｢

〇

･

〇

五

リ

ッ

ト

ル

｣

に

'

｢

〇

･

〇

九
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ト

ル

｣

を

｢

〇

･
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六

キ
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T

千

百

円

｣

を

｢

千

二

百

円

｣

に

改

め

､

同

号

ハ

中

｢

〇

･

〇

九

リ

ッ

ト

ル

｣

を

｢

0

.

〇

九

リ

ッ

ト

ル

｣

に

'
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｢

〇

･

八

キ

ロ

ワ

ッ

ト

｣

を

｢

〇

･

八

キ

ロ

ワ

ッ

ト

｣

に

'

｢

千

四

百

五

十

円

｣

を

｢

千

六

百

円

｣

に

改

め

'

同

条

警

喜

イ

中

｢

二

千

二

百

円

｣

を

｢

二

千

四

百

円

一

に

,

｢

二

千

八

百

五

十

円

一

を

｢

三

千

百

円

｣

ノ

,

に

'

｢

五

千

二

百

円

｣

を

｢

五

千

五

百

円

｣

に

'

｢

六

千

五

百

円

｣

を

｢

七

千

二

百

円

｣

に

,
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f
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｢

二

千

九

百

円

L

を

｢

三

年

円

｣

に

,

｢

1

一

幸

六

百

五

↑

円

｣

を

｢

四

千

円

｣

に

改

め

'

伺

号

口

中

｢

千

四

百

五

十

円

｣

を

｢

千

六

百

円

｣

に

,

｢

用

千

三

百

円

｣

を

｢

四

千

七

百

円

｣

に

改

め

'

同

条

第

三

号

中

｢

三

千
六
百
五
十
円
一
を
｢
四
千
円
｣
に
改
.
め
る
o

附
則
第
五
条
の
二
の
見
出
し
を
｢
(
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
梼
例
)
｣
に
攻
め
'
同
条
第
一
項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

｡

当
分
の
間
･
日
本
銀
行
法
(
昭
和
十
七
年
法
律
空
へ
十
七
号
)
第
二
十
一
条
の
偶
定
に
ょ
り
日
本
銀
行
が

定
め
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
歩
合
が
年
五
･
五
パ
ー
セ
ン
-
を
超
え
て
雇
め
ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
五

･

五

パ

ー

セ

ン

ト

以

下

に

定

め

ら

れ

る

日

の

前

日

ま

で

の

期

間

(

以

亨

本

項

に

お

い

て

｢

痔

例

期

間

｣

と

い

う

｡

)

内

(

法

人

税

法

第

七

十

五

条

の

二

第

一

項

(

同

凍

第

百

四

寸

五

条

第

1

頃

に

お

い

て

準

弔

す

る

場

合

を
含
む
〉
｡
)
の
規
定
に
ょ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
三
百
二
十
1
条
の
八
窮
一
＼
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
梶
田
期

限
が
当
該
年
五
.
五
パ
ー
セ
ン
･
-
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
湖
後
に
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
町
民
税
に
係
る
申

告
基
準
日
が
特
例
期
間
内
に
到
来
す
る
場
合
に
は
･
当
該
町
民
税
に
係
る
第
五
十
一
.
壷
の
規
定
に
ょ
る
延
滞

金

に

つ

い

て

は

,

当

該

年

五

･

五

パ

ー

セ

ン

ト

を

超

え

て

定

め

ら

れ

る

日

か

ら

当

該

延

長

さ

れ

た

申

告

孝

の

操
出
期
限
ま
で
の
期
間
内
)
紘
,
特
例
期
間
内
に
そ
の
申
告
基
準
日
の
到
来
す
る
町
民
税
に
係
る
第
五
十
二



LE･

条

に

規

定

す

る

延

滞

金

の

年

七

･

三

パ

ー

セ

ン

,

l

の

割

合

は

'

同

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

'

当

該

年

七

･

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
当
該
申
告
基
準
日
に
お
け
る
当
季
商
業
手
形
の
奉
準
割
引
歩
合
の
う
ち
年
五
･
五

)

パ
ー
セ
ン
･
1
の
割
合
を
準
え
る
部
分
の
割
合
を
年
〇
･
1
妄
パ
ー
セ
ン
J
I
の
割
合
で
除
し
て
得
た
数
を
年
〇

･
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
(
当
該
合
計
し
た
融
合
が
年
十

二

･

七

七

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

超

え

る

場

合

に

は

､

年

十

二

･

七

ヒ

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

)

と

す

る

｡

附
則
窮
五
条
の
三
第
1
項
中
r
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
｣
を
｢
当
分
の
間
｣
に
､

｢

･

所

得

割

｣

を

F

,

転

民

税

の

所

得

割

｣

に

､

′

｢

二

十

七

万

円

一

を

｢

二

十

九

万

円

｣

に

改

め

'

同

条

第

二
項
中
｢
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
｣
を
｢
当
分
の
間
｣
に
改
め
る
｡

ヽ

′
附
則
窮
十
六
条
中
｢
昭
和
五
十
八
年
度
分
及
び
｣
妄
削
1
,
･
｢
七
百
円
｣
を
｢
千
円
｣
に
'
｢
千
百
円
｣

を

｢

千

二

百

円

｣

に

,

｢

千

四

百

五

十

円

｣

を

｢

千

六

百

円

｣

に

'

｢

二

千

二

百

円

-

を

｢

二

千

四

百

円

｣

に

､

｢

二

千

八

首

五

十

円

｣

を

｢

三

千

百

円

｣

に

'

｢

｢

六

千

五

百

円

二

を

｢

｢

五

千

五

百

円

｣

と

あ

る

の

は

｢

五

千

二

百

円

｣

と

､

｢

七

千

二

百

再

｣

｣

に

改

め

'

｢

｢

五

千

九

百

円

｣

と

｣

の

下

に

｢

､

｢

三

千

円

｣

と

あ

る

の

は

二

一

千

九

百

円

｣

と

｣

を

加

え

'

｢

三

千

六

百

＼

五

十

円

｣

を

｢

四

千

円

｣

に

'

｢

四

千

三

百
円
｣
を
　
｢
四
千
七
百
円
｣
　
に
改
め
る
｡

√　し

′
∵
　
＼
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附
則
窮
十
六
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
攻
め
る
｡

第

十

六

条

の

二

　

削

　

除

附
則
窮
十
七
粂
第
7
頃
中
｢
又
は
第
三
十
三
′
条
第
E
T
l
項
｣
■
を
｢
の
規
定
又
は
同
法
窮
三
十
三
条
第
四
､
頃
(

同
法
撃
二
十
三
条
の
二
竺
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
｣
′
に
･
｢
第
三
十
七
条
の
五
第
二
項
｣

を
｢
同
法
第
三
十
七
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
七
集
め
七
第
g
l
項
｣
に
改
め
る
o

第
二
粂
　
三
朝
町
税
条
例
の
1
′
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

I

第
三
十
四
条
の
,
三
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

二
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万

円

以
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の
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額
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十
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え
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金
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五
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金

額
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十
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｣
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百
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万
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讐
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る
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へ
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｢
r

三

百

七

十

万

円

を

超

え
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別表第三(附則第9粂関係)

退織所得に係る町民税の特別徴収税絹表
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附

　

則

(
施
行
期
日
)

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
'
昭
和
五
十
九
年
四
月
T
.
日
.
&
ら
施
行
す
る
｡
､
た
だ
し
'
窮
二
条
中
,
 
1
1
1
朝
町
税
条
例
舞

五
十
三
条
の
四
及
び
別
表
纂
l
こ
の
改
正
規
定
並
び
に
】
附
則
第
四
粂
第
1
項
の
規
定
は
暗
面
六
十
年
1
月
1
日

か
ら
､
第
二
条
の
規
雇
　
(
同
条
例
裾
五
十
三
条
の
四
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
を
除
く
｡
)
　
及
び
附
則
第

四
条
第
二
項
の
規
定
は
周
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
町
民
現
の
法
人
税
割
の
徴
収
猶
予
に
関
す
る
′
経
過
措
麿
)

第
二
粂
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
三
朝
町
税
条
例
　
(
以
下
　
｢
旧
条
例
｣
　
と
い
う
｡
)
　
第
十
九
条
及
び

帝

か

蔓

省

)

.

附
則
第
五
条
の
二
　
(
他
方
税
法
等
の
1
部
を
改
正
す
る
法
律
妄
り
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
(
昭
和

三
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
)
　
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
に
係
る
部
分
に
限
る
.
)

は
､
昭
和
五
十
九
年
四
月
丁
目
　
(
以
下
｢
施
行
日
｣
　
と
い
う
.
)
　
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
町
民
税

の
法
人
税
割
に
つ
い
て
は
､
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
｡

(
町
民
税
に
関
す
る
経
過
渚
責
)

第
三
粂
　
第
一
桑
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
三
朝
町
碗
条
例
　
(
以
下
｢
新
条
例
)
と
い
う
｡
)
　
の
規
定
中
個
人

)

恥
､
r
 
p
　
)
.
L
E
J
J



､

J

　

/

t
J
J
.
,
了
ノ

の
町
民
税
に
関
す
る
部
分
は
'
相
和
五
十
九
年
度
功
後
の
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
,
昭

和
五
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
J
つ
い
て
は
･
な
お
従
前
の
例
に
よ
-
る
o

r
1
　
新
条
例
璽
二
十
1
粂
第
二
項
の
娩
定
は
1
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
又
は
同
条
第
三
項
の
期
間

に
係
る
法
人
の
町
民
税
に
つ
!
,
て
適
用
し
､
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
又
は
同
項
の
期
間
に
係
る
法

人

の

町

民

税

に

つ

い

て

は

､

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

｡

r
1
　
前
項
の
慢
走
に
か
か
わ
ら
ず
,
法
人
の
施
行
日
也
顔
に
終
了
す
る
事
業
年
貢
に
係
る
新
条
例
第
四
十
八
粂

第
1
項
の
申
告
書
(
法
人
税
琴
(
昭
和
四
十
年
法
律
素
三
十
四
号
)
窮
七
十
豪
君
這
(
同
法
第
七
十
二

条
第
7
頃
の
規
定
が
適
耳
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
.
)
の
規
定
に
よ
,
I
法
人
税
に
係
る
申
告
書
を
浸
出
す
る
東
商
が
あ
る
法
人
が
p
新
条
例

窮
四
十
八
条
第
7
項
の
現
,
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
の
元
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
べ
き
申
告
垂
に
限
る
o
)
の

堤
出
期
限
が
施
行
日
前
や
あ
る
場
合
に
は
･
そ
の
法
人
の
当
該
申
告
書
に
係
る
町
民
税
と
.
J
て
納
付
し
た
叉

は
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
町
民
税
に
つ
い
て
は
･
な
瀬
従
前
の
例
に
よ
る
0

第
四
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
三
朝
町
税
条
例
第
五
十
三
条
の
四
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
､
昭

空
ハ
十
年
7
月
言
H
以
後
に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当
等
(
同
条
例
窮
五
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
退
蔵
手
当



等

を

い

う

｡

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

｡

)

　

に

係

る

所

得

割

に

つ

い

て

適

用

し

'

同

日

前

に

支

払

う

べ

き

退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
割
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
｡

ユ
第
土
条
.
の
周
雇
に
よ
る
改
正
後
の
三
朝
町
磯
臭
跡
の
規
定
中
個
人
の
町
民
税
に
鯛
す
る
部
分
(
同
条
例
第

五
十
三
条
の
芸
び
別
芸
三
の
規
定
を
除
く
0
)
紘
,
昭
和
六
十
静
後
の
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に

つ
い
て
適
用
し
'
昭
称
五
十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

磨
五
条
　
新
森
例
第
八
十
二
条
の
規
定
は
､
昭
和
五
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
礎
白
妙
皐
税
に
つ
い
て
適
用

し
､
昭
和
五
十
八
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
o

p
l
　
旧
条
例
附
則
礁
十
六
条
に
規
定
す
る
電
気
を
動
力
源
,
1
1
す
ー
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
昭
和
五
十
八

年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
.
い
て
は
.
'
な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
｡


